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※１　「総務」　　：総務常任委員会
　　　「社会文教」：社会文教常任委員会
　　　「経済建設」：経済建設常任委員会
　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの
　　　　但し、審査した委員会がない案件は本会議で即決
  
※２　「可決」　　：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と
　　　　　　　　　　議決したもの
　　　「否決」　　：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの
　　　「継続審査」：閉会中の継続審査としたもの

※３　「○」：会派構成議員全員または各無所属議員がその議案等
　　　　　　　に対して賛成したもの 
　　　「×」：会派構成議員全員または各無所属議員がその議案等
　　　　　　　に対して「賛成以外」のもの  

※４　議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、
　　　表決に参加する全議員数は26人です。

※５　新発田政友会のうち２人は賛成（宮崎光夫議員、小柳肇議員）、
　　　４人は反対（若月学議員、今田修栄議員、比企広正議員、川﨑
　　　孝一議員）。また、青風会のうち２人は賛成（水野善栄議員、
　　　板垣功議員）、１人は反対（湯浅佐太郎議員）。
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※中野廣衛議員、阿部聡議員は会派に属していません。

会派名 所　属　議　員　名
佐藤武男、井畑隆二、小川　徹、宮島信人、中村　功、稲垣富士雄、佐久間敏夫
川﨑孝一、若月　学、比企広正、今田修栄、小柳　肇、宮崎光夫
入倉直作、渡部良一、小坂博司、小林　誠
湯浅佐太郎、板垣　功、水野善栄
加藤和雄、宮村幸男、佐藤真澄
渡邊喜夫、石山洋子
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公の施設に係る指定管理者の指定について（新発田市豊浦福祉センター
「ほうづきの里」及び豊浦デイサービスセンター）

公の施設に係る指定管理者の指定について（新発田市加治川総合福祉
センター「さくら苑」及び加治川デイサービスセンター）

公の施設に係る指定管理者の指定について（新発田市紫雲寺老人憩いの家「眺海荘」）

公の施設に係る指定管理者の指定について（新発田市温泉活用施設紫雲の郷館）

公の施設に係る指定管理者の指定について（寺町たまり駅）

市道路線の廃止について

市道路線の認定について

新潟県市町村総合事務組合規約の変更について

ブラッドパッチ療法の保険適用および脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書

複数税率による軽減税率の導入実現を求める意見書

原発再稼働に関する意見書

沖縄県辺野古米軍新基地建設の中止と県との真摯な協議を求める意見書

ＴＰＰ参加交渉における情報公開と国会審議の徹底を求める意見書

まちづくりに「新発田生まれの英傑・堀部安兵衛武庸」の活用を求める請願書

図書館管理運営策の慎重審議を求める為の陳情書
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新発田市に提出する公文書において、新発田市職員の誤記載を修正する
必要がないとの発言、及び指定業者の提出したものであれば誤記載があ
っても問題がないとの発言について説明を求める陳情書




